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議
員

市
長
か
ら
施
政
方
針

が
示
さ
れ
た
が
、
市
長
と
し

て
の
目
標
設
定
が
な
く
、
懸

案
の
大
型
事
業
の
見
解
も
避

け
て
い
る
た
め
、
明
確
な
指

針
が
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
施
政
方

針
は
ど
の
よ
う
な
考
え
方
で

策
定
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、

見
解
を
伺
い
た
い
。

市
長

施
政
方
針
は
、
十
六

年
度
の
市
政
の
方
向
性
を
示

し
、
重
点
施
策
へ
の
取
り
組

み
姿
勢
や
思
い
を
明
ら
か
に

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中

で
は
、
新
平
塚
市
総
合
計
画
・

改
訂
基
本
計
画
第
三
次
実
施

計
画
や
十
六
年
度
の
主
要
な

事
業
へ
の
取
り
組
み
方
法
を

述
べ
て
い
る
。
重
点
施
策
を

貫
い
て
い
る
精
神
は
「
多
様

な
市
民
の
参
加
・
参
画
に
よ

り
、
市
民
が
ど
の
分
野
で
も

生
き
生
き
と
か
か
わ
り
を
持

て
る
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
る
」
と
い
う
も
の
で
あ

る
。

確
と
な
っ
た
テ
ー
マ
と
は
整

合
性
が
取
れ
て
い
る
の
か
聞

き
た
い
。

市
長

公
約
の
一
つ
で
あ
る

「
市
民
と
の
対
話
集
会
」
と

し
て
「
い
ど
ば
た
会
議
」
や

「
学
び
ト
ー
ク
」
を
開
催
し
、

市
民
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
意
見
、

提
言
を
通
じ
て
、
取
り
組
む

べ
き
市
政
の
テ
ー
マ
を
明
確

に
し
た
。
そ
の
テ
ー
マ
は
、

「
安
心
・
安
全
の
ま
ち
づ
く

り
」「
自
治
基
本
条
例
の
制

定
」「
自
然
環
境
の
保
全
」

「
循
環
型
社
会
の
構
築
」「
地

域
福
祉
の
充
実
」
な
ど
で
あ

る
。
第
三
次
実
施
計
画
の
策

定
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら

の
テ
ー
マ
を
実
現
す
る
た
め
、

計
画
事
業
と
し
て
位
置
づ
け

当
初
予
算
に
も
盛
り
込
ん

今
定
例
会
の
代
表
・
総
括
質
問
で
は
、
平
成
十
六
年
度
の
施
政
方
針
を
は
じ
め
新

平
塚
市
総
合
計
画
・
改
訂
基
本
計
画
第
三
次
実
施
計
画
の
内
容
に
議
論
が
集
中
し
ま

し
た
。
ま
た
、
ま
ち
づ
く
り
の
分
野
で
は
、
道
路
補
修
計
画
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

の
運
行
に
つ
い
て
、
経
済
の
分
野
で
は
、
食
の
安
全
対
策
や
競
輪
事
業
の
経
営
に
つ

い
て
、
環
境
の
分
野
で
は
、
循
環
型
社
会
の
構
築
に
つ
い
て
、
教
育
の
分
野
で
は
、

歴
史
的
建
造
物
保
存
・
活
用
事
業
や
教
育
改
革
の
推
進
な
ど
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ

れ
た
ほ
か
、
市
民
病
院
の
機
能
評
価
の
導
入
に
つ
い
て
も
議
論
が
及
び
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
質
疑
内
容
を
、
各
常
任
委
員
会
で
の
質
疑
も
併
せ
て
二
〜
八
面
に
ご
紹

介
し
ま
す
。（
質
問
を
行
っ
た
議
員
名
は
、
こ
の
紙
面
の
下
段
に
掲
載
し
ま
す
。）

本
会
議
で
質
問

本
会
議
で
質
問�

を
行
っ
た
議
員

を
行
っ
た
議
員�

本
会
議
で
質
問�

を
行
っ
た
議
員�

市民との協働のまちづくりを推進�市民との協働のまちづくりを推進�市民との協働のまちづくりを推進�

施政方針めぐり活発な論議�

《
代
表
質
問
》

○
平
塚
ク
ラ
ブ

伊
藤
裕

○
平
塚
な
で
し
こ
21
議
員
団

眞
敏
昭

○
公
明
党
平
塚
市
議
員
団
　

�
穂
坂
光
俊

○
日
本
共
産
党
平
塚
市
議
会

議
員
団

渡
辺
敏
光

《
総
括
質
問
》

○
平
塚
ク
ラ
ブ

金
子
修
一
・
片
倉
章
博
・

岩
田
耕
平
・
w
橋
紀
英
・

出
縄
喜
文

○
平
塚
な
で
し
こ
21
議
員
団

小
泉
春
雄
・
小
林
保
雄

○
公
明
党
平
塚
市
議
員
団
　

�
鈴
木
晴
男
・
w
梨
孝
治

○
日
本
共
産
党
平
塚
市
議
会

議
員
団

田
中
幸
雄

○
神
奈
川
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
運
動

佐
藤
秀
子

○
こ
の
ほ
か
、
ひ
ら
つ
か
市

民
の
党
、
ひ
ら
つ
か
企
画

室
の
各
議
員
も
質
問
を
行

い
ま
し
た
。

１６年度の施政方針を述べる大藏市長（後列左陶山議長、右高梨局長）

議
員

施
政
方
針
で
は
、
選

挙
公
約
の
実
現
に
全
力
を
尽

く
す
と
と
も
に
、
市
政
は
市

民
主
体
が
原
則
で
あ
る
と
考

え
、
市
民
と
協
働
し
た
ま
ち

づ
く
り
を
実
現
す
る
た
め
、

市
民
の
目
線
に
立
っ
た
行
政

運
営
に
努
め
る
と
し
て
い
る

が
、
選
挙
公
約
と
就
任
後
明

選
挙
公
約
と
の

整
合
性
た
だ
す

だ
。
そ
の
た
め
、
公
約
と
テ

ー
マ
は
整
合
性
が
取
れ
て
い

る
と
認
識
し
て
い
る
。

議
員

公
約
に
関
連
し
た
提

案
と
公
約
に
し
て
い
な
か
っ

た
多
く
の
重
要
施
策
と
で
は
、

ど
ち
ら
を
優
先
す
る
の
か
。

市
長

行
政
運
営
に
お
け
る

優
先
性
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
視

点
か
ら
検
討
し
て
、
順
位
づ

け
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
た
め
、「
重
点
ヒ
ア
リ

ン
グ
」
を
実
施
す
る
な
ど
多

角
的
に
決
定
し
て
い
る
。

議
員

十
六
年
度
は
、
何
が

優
先
課
題
な
の
か
聞
き
た
い
。

市
長

い
ず
れ
も
重
要
な
施

策
で
は
あ
る
が
、
あ
え
て
言

え
ば
、「
安
心
・
安
全
の
ま
ち

づ
く
り
」
の
実
現
や
「
地
域

福
祉
の
充
実
」
で
あ
る
。

議
員

こ
れ
ら
の
施
策
で
重

視
し
た
点
は
何
か
。

市
長

「
安
心
・
安
全
の
ま

ち
づ
く
り
」
で
は
、
地
域
住

民
と
行
政
が
一
体
と
な
り
、

市
民
に
と
っ
て
住
み
や
す
い

地
域
に
す
る
た
め
に
、
日
常

の
防
災
・
防
犯
に
力
を
入
れ

て
い
き
た
い
。
ま
た
「
地
域

福
祉
の
充
実
」
で
は
、
新
た

に
二
地
区
で
町
内
福
祉
村
の

増
設
、
地
域
福
祉
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
の
配
置
、
小
児
医

療
費
助
成
制
度
の
拡
充
を
行

い
た
い
。

政
策
形
成
機
関

早
期
設
置
の
考
え

議
員

今
後
、
地
域
の
独
自

性
あ
る
施
策
を
実
施
し
、
都

市
間
競
争
に
勝
つ
た
め
に

は
、
自
治
体
シ
ン
ク
タ
ン
ク

（
政
策
形
成
機
関
）
の
設
置

が
急
務
と
考
え
る
が
見
解
は
。

市
長

今
日
の
地
方
自
治
体

は
、
自
己
の
責
任
に
基
づ
く

自
主
的
な
決
断
力
や
行
動
力

が
求
め
ら
れ
、
自
治
体
の
政

策
形
成
能
力
の
向
上
が
必
要

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
シ
ン
ク

タ
ン
ク
の
早
期
設
置
に
向
け

て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

16
年
度
当
初
予
算
の
編
成

第
三
次
実
施
計
画
の
事
業
に
重
点

議
員

市
長
と
し
て
取
り
組

む
べ
き
市
政
の
テ
ー
マ
を
実

現
す
る
た
め
に
十
六
年
度
当

初
予
算
編
成
は
ど
の
よ
う
な

考
え
で
行
っ
た
の
か
。

市
長

依
然
厳
し
い
財
政
状

況
が
続
く
中
、「
市
民
と
行
政

が
協
働
し
た
地
域
主
体
の
ま

ち
づ
く
り
」の
実
現
に
向
け
、

十
六
年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
す

る
第
三
次
実
施
計
画
で
は

「
安
心
・
安
全
の
ま
ち
づ
く

り
」
な
ど
四
項
目
を
重
点
的

に
取
り
組
む
柱
と
し
、
事
業

の
再
評
価
に
基
づ
き
選
択
を

し
た
。こ
れ
ら
を
基
本
と
し
、

予
算
編
成
で
は
、
施
政
方
針

で
も
述
べ
て
い
る
予
算
編
成

の
五
つ
の
基
本
方
針
に
よ
り
、

限
ら
れ
た
財
源
を
極
力
第
三

次
実
施
計
画
事
業
に
重
点
的

に
配
分
す
る
こ
と
と
し
た
。

国
庫
補
助
金
等
の
減
額

本
市
独
自
の
対
策
は

議
員

日
本
経
済
の
先
行
き

は
、
一
時
の
厳
し
い
状
況
は

脱
し
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
が
、

ど
の
よ
う
に
本
市
の
財
政
見

通
し
を
行
っ
た
の
か
。

市
長

市
税
で
は
経
済
状
況

や
十
五
年
度
実
績
な
ど
に
よ

り
推
計
し
、
市
税
以
外
の

国
・
県
の
補
助
負
担
金
な
ど

は
、
こ
れ
ら
の
対
象
と
な
る

事
業
費
や
前
年
度
実
績
等
に

よ
り
推
計
し
た
。

議
員

国
の
「
三
位
一
体
改

革
」
に
よ
り
、
国
庫
補
助
金

等
が
軒
並
み
減
額
さ
れ
る
よ

う
で
あ
る
が
、
本
市
独
自
の

対
策
を
検
討
し
て
い
る
の
か

伺
い
た
い
。

市
長

十
六
年
度
の
改
革
は
、

地
方
財
政
の
縮
減
と
い
う
痛

み
を
伴
う
内
容
と
な
っ
て
い

る
。
市
民
生
活
に
ど
の
よ
う

な
影
響
が
及
ぶ
の
か
な
ど
、

本
市
と
し
て
も
市
民
に
必
要

な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
自
ら
の

責
任
と
判
断
で
自
主
的
・
効

率
的
に
選
択
し
て
い
き
た
い

と
考
え
る
。

増
加
傾
向
の
繰
出
金

今
後
の
対
応
聞
く

議
員

一
般
会
計
か
ら
の
国

民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計

や
下
水
道
事
業
特
別
会
計
な

ど
へ
の
繰
出
金
や
病
院
事
業

会
計
へ
の
負
担
金
は
年
々
、

増
加
傾
向
に
あ
り
、
過
重
感

が
あ
る
が
、
対
策
は
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

市
長

国
民
健
康
保
険
事
業

特
別
会
計
や
下
水
道
事
業
特

別
会
計
で
は
、
税
率
や
使
用

料
の
見
直
し
を
行
わ
ざ
る
を

え
な
い
と
考
え
る
。
ま
た
病

院
事
業
会
計
で
は
収
益
の
増

と
費
用
の
削
減
を
図
る
べ
く

経
営
の
改
善
を
行
っ
て
い
く
。

市
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
へ

新
庁
舎
建
設
の
見
通
し
尋
ね
る

議
員

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向

上
、
事
務
の
効
率
化
を
図
る

た
め
の
最
優
先
課
題
は
新
庁

舎
建
設
で
あ
る
と
思
う
が
、

見
解
を
聞
き
た
い
。

市
長
・
総
務
部
長

現
庁
舎

は
狭
あ
い
化
、
分
散
化
が
進

み
、
来
庁
者
に
不
便
を
か
け

て
い
る
。
ま
た
高
齢
者
、
身

体
障
害
者
へ
の
配
慮
が
行
き

届
か
な
い
部
分
が
あ
り
、
耐

震
性
に
も
問
題
を
抱
え
て
い

る
た
め
、
で
き
る
だ
け
早
い

時
期
の
新
庁
舎
建
設
が
望
ま

し
い
と
考
え
て
い
る
。

議
員

新
庁
舎
建
設
の
今
後

の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

市
長

新
庁
舎
建
設
に
当
た

っ
て
は
、
規
模
・
機
能
や
事

業
手
法
な
ど
に
加
え
、
将
来

の
ま
ち
の
あ
り
方
や
庁
舎
の

位
置
な
ど
多
く
の
課
題
が
あ

り
、
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
整

理
し
、
議
会
や
市
民
の
意
見

を
聴
き
な
が
ら
調
査
研
究
を

し
て
い
く
。
庁
舎
建
設
の
基

本
設
計
、
実
施
設
計
、
建
設

工
事
等
で
完
成
ま
で
一
〇
年

程
度
を
要
す
る
と
認
識
し
て

い
る
。

建
設
準
備
担
当
を
新
設

議
員

平
成
十
六
年
四
月
か

ら
の
組
織
改
革
で
庁
舎
建
設

準
備
担
当
が
設
置
さ
れ
る
が
、

担
当
を
設
け
る
こ
と
は
、
建

設
促
進
に
つ
な
が
る
の
か
伺

い
た
い
。

市
長

今
回
の
組
織
改
革
で

総
務
課
を
行
政
総
務
課
に
名

称
変
更
し
、
そ
の
中
に
庁
舎

建
設
準
備
担
当
を
新
設
し
た
。

こ
れ
は
、
新
庁
舎
の
早
期
建

設
を
図
る
た
め
に
設
置
し
た

も
の
で
あ
る
。

議
員

庁
舎
建
設
準
備
担
当

は
、
ど
の
よ
う
な
事
務
を
行

う
の
か
。

総
務
部
長

庁
舎
建
設
を
検

討
す
る
た
め
に
必
要
な
条
件

整
理
を
行
い
、
庁
舎
の
機
能

や
規
模
な
ど
基
本
的
な
事
項

を
研
究
す
る
。
研
究
の
熟
度

や
進
ち
ょ
く
に
応
じ
必
要
な

体
制
を
整
え
た
い
と
考
え
る
。

自
治
基
本
条
例
策
定
に
向
け

公
募
に
よ
る
市
民
委
員
会
設
置

議
員

総
合
的
な
自
治
体
運

営
の
基
本
を
明
確
に
す
る
た

め
、
十
七
年
度
中
に
自
治
基

本
条
例
の
制
定
を
目
指
す
と

し
て
い
る
が
、
行
政
主
導
で

制
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

条
例
制
定
に
向
け
て
の
行
政

の
役
割
を
聞
き
た
い
。

市
長
・
助
役

条
例
を
検
討

す
る
組
織
と
し
て
、
平
塚
市

自
治
基
本
条
例
策
定
委
員
会
、

そ
の
下
に
公
募
の
市
民
で
構

成
さ
れ
る
市
民
委
員
会
の
設

置
を
予
定
し
、
ま
た
職
員
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
設
置

し
た
。
市
の
役
割
は
、
職
員

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
に
よ

る
検
討
を
は
じ
め
、
市
民
委

員
会
の
運
営
を
側
面
か
ら
支

援
す
る
こ
と
や
市
民
の
意

見
、
情
報
を
収
集
す
る
こ
と

な
ど
で
あ
る
と
考
え
る
。

議
員

条
例
制
定
に
は
一
人

で
も
多
く
の
市
民
か
ら
意
見

を
収
集
す
る
こ
と
が
重
要
と

考
え
る
が
、
市
民
意
見
の
募

集
の
周
知
は
ど
の
よ
う
に
行

う
の
か
。

助
役

条
例
の
意
義
や
必
要

性
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
広
報

紙
等
に
よ
り
周
知
し
、
策
定

委
員
会
等
の
取
り
組
み
・
検

討
内
容
を
積
極
的
に
情
報
提

供
し
て
い
き
た
い
。

ま
ち
の
特
色
ど
う
抽
出

議
員

自
治
基
本
条
例
に
定

め
る
ま
ち
の
あ
り
よ
う
を
見

据
え
る
と
き
、
市
民
の
自
治

に
対
す
る
意
識
改
革
に
つ
い

て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

の
か
。

市
長

条
例
制
定
後
も
内
容

を
市
民
に
周
知
し
、
市
民
と

と
も
に
ま
ち
づ
く
り
の
実
践

に
取
り
組
ん
で
い
く
。
こ
の

よ
う
に
市
民
が
ま
ち
づ
く
り

に
つ
い
て
考
え
、
行
動
を
積

み
重
ね
る
こ
と
で
、
市
民
の

自
治
に
対
す
る
意
識
が
高
ま

っ
て
い
く
も
の
と
考
え
る
。

議
員

条
例
制
定
後
、
ま
ち

の
独
自
性
を
ど
の
よ
う
に
抽

出
し
、
市
の
ビ
ジ
ョ
ン
に
組

み
入
れ
て
い
く
の
か
。

市
長

自
治
体
を
取
り
巻
く

社
会
・
経
済
の
潮
流
や
住
民

ニ
ー
ズ
を
的
確
に
と
ら
え
る

こ
と
が
重
要
と
な
り
、
総
合

的
に
整
理
・
分
析
す
る
こ
と

で
、
ま
ち
の
独
自
性
を
抽
出

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
行

政
と
し
て
ビ
ジ
ョ
ン
を
形
成

し
て
い
き
、
市
民
と
市
が
論

議
を
行
い
、
意
識
の
共
有
を

図
り
、
ま
ち
の
方
向
性
を
見

出
す
こ
と
で
、
ま
ち
の
特
性

を
生
か
し
た
他
の
自
治
体
に

な
い
特
色
の
あ
る
ま
ち
「
ひ

ら
つ
か
」に
な
る
と
考
え
る
。


